
1 

 

公募型指名競争入札の注意事項（電子入札案件用） 

 

公募条件において入札を高松市契約規則（昭和３９年高松市規則第３６号。高松市下水

道事業の会計事務の特例に関する規則（平成３０年高松市規則第３４号）第１００条にお

いて読み替えて準用する場合を含む。）第１２条第３項の規定による入札（以下「電子入

札」という。）で行う旨指定した公募型指名競争入札案件（以下「電子入札案件」とい

う。）については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）、高松市契約規則、高松市契約事務処理要綱（昭和４３年高松市庁達

第８号。高松市下水道事業契約事務要綱（平成３０年４月１日施行）において読み替えて

準用する場合を含む。）、高松市公募型指名競争入札実施マニュアル（平成１３年６月１

日施行）、高松市公募型指名競争入札実施マニュアル運用基準（平成１３年６月１日施

行）、高松市入札参加者心得（電子入札案件用）（平成１８年６月１日施行）及び高松市

電子入札（工事・コンサル）運用基準（平成１８年６月１日施行）等関係法令その他指示

事項を承知の上、参加してください。 

公正な入札 

入札参加資格者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法 

律第５４号）等の規定に抵触する行為を行ってはいけません。 

入札参加申請書 

電子入札案件の公募型指名競争入札の参加申請書は、原則としてかがわ電子入札シス 

テム（以下「電子入札システム」といいます。）により入札参加者から申請書受付締切 

日時までに提出されたもののみ有効なものとして取り扱います。 

虚偽記載の禁止 

公募型指名競争入札に係る申請書類等に虚偽の記載をし、工事等の契約の相手方とし 

て不適当と認められるときは、高松市指名停止等措置要綱（平成２４年高松市告示第４

０３号）に基づき処分されます。 

入札の手続 

１ 入札書は、原則として、電子入札システムを使用して提出されたもののみを有効な 

ものとして取り扱います。 

２ 電子入札システムの運用時間電子入札システムの運用時間は、午前８時から午後  

１０時までとします。ただし、電子入札システムの保守・点検等のため必要が生じた 

場合は、利用者への事前予告を行うことなく、運用の停止又は中断を行うことがあ 

ります。 

予定価格の公表 

公募型指名競争入札の予定価格は、工事については開札後（落札者が決定された場合

に限る。）に、業務委託については詳細情報を公表する際に公表します。 
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入札金額の入力要領 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額にその１００分の１０に相当する額

を加算した額（当該金額に１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）

をもって落札金額とするので、入札者は、次の要領で金額を入力してください。 

(１) 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ 

ず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に入力し

てください。 

(２) 記載事項の訂正はできません。 

積算内訳書の提出 

「積算内訳書の作成方法及び注意事項（電子入札案件用）」により積算内訳書を作

成し、電子入札システムにより、入札書に添付する方法で提出してください。 

送信する前に 

送信する前に、入札書の下記の箇所に誤りが無いか十分点検してください。 

(１) 宛先（例：高松市長 大西 秀人） 

(２) 工事名又は業務名 

(３) 金額（税抜き） 

開札について 

１ 開札は事前に設定した開札予定日時後速やかに行います。 

２ 原則として入札者の立会いは行いません。 

入札の無効 

次のいずれかに該当する入札は、無効となります。 

(１) 同一の入札について、２以上の入札書を提出したもの 

(２) 電子入札システムにおいて、必要な項目が入力されていないもの又は文字・ 

数字が誤脱し、若しくは不明であるもの 

(３) 電子証明書を取得していない者がした入札 

(４) 連合その他の不正な行為によってなされたと認められる入札 

(５) 指定日時後に電子入札システムに到達したもの 

(６) システムの不正利用及びＩＣカード等の不正使用により行った入札 

(７) 積算内訳書が添付されていないもの、積算内訳書と入札書の金額が一致しな

いもの又は積算内訳書において１，０００円以上の端数処理若しくは調整額等の

値引きをしているもの 

(８) 上記に掲げるもののほか、市長が特に指定した事項に違反したもの 

辞退 

１ 入札書提出前の辞退 

電子入札システムにより入札辞退届を提出することにより、いつでも入札を辞退す 
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ることができます。 

２ 入札書提出後の辞退 

電子入札システムによる入札書提出後の辞退は、認めません。ただし、開札までに

高松市電子入札（工事・コンサル）運用基準６(２)の承諾を得た場合は、辞退するこ

とができます。 

３ 入札書未送信かつ連絡のない入札参加者の取扱い 

入札書提出締切日時になっても入札書が電子入札システムに未到達であり、かつ、 

入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものとみなし 

ます。 

入札の停止、中止及び取消し 

緊急やむを得ない理由により、入札を行うことができないと認めるときは、入札を停 

止し、中止し、又は取り消すことがあります。 

落札者 

１ 契約書の作成に当たっては、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免

税事業者であるかの確認が必要です。別途指示する期限までに免税事業者届出書が提

出された場合は免税事業者として取り扱い、期限までに提出のない場合は課税事業者

として取り扱います。 

２ 上記１のほか、契約手続について、市長又は入札執行者の指示に従ってください。 

異議の申立て 

入札者は、入札後は、入札参加者心得やこの注意事項等入札条件の不知又は内容の 

不明を理由として、異議を申し立てることができません。 

問い合わせ先 

公募型指名競争入札については、高松市財政局契約監理課（℡８３９－２５１１）に 

お問い合わせください。 


